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●個人向け緊急小口資金等の特例貸付
　【緊急小口資金】
　休業等により収入の減少があり、緊急かつ
一時的な生計維持のための貸付けを必要とす
る世帯に対する少額の費用の貸付け
◇貸付上限   10 万円以内（条件により 20万円
　　　　       以内）
◇据置期間　1年以内
◇償還期限　2年以内
◇貸付利子   無利子
◇保証人　　不要

【総合支援資金（生活支援費）】
　収入の減少や失業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難となっている世帯に対
する貸付け
◇貸付上限　2人以上世帯で月 20 万円以内
　　　　　　1人世帯で月 15 万円以内
◇貸付期間　原則 3月以内
◇据置期間　1年以内
◇償還期限　10 年以内
◇貸付利子   無利子
◇保証人      不要

●地方税の徴収の猶予等（市税の納税猶予）
　納税推進室（　0739-26-9922）

●地方税の徴収の猶予等（国民健康保険税の徴収猶予）
●社会保険料の納付の猶予等（後期高齢者医療保険料及び介護保険料の徴収猶予）
　保険課 収納係（　0739-26-9965）

●排水処理施設使用料に関する相談
　環境課 生活排水係（　0739-26-9927）

●市営住宅使用料の納付に関する相談
　建築課 市営住宅係（　0739-26-9936）

●水道料金の納付に関する相談
　水道部 業務課 料金係（　0739-24-0011）

災害時の避難所における対応について

　新型コロナウイルス感染症については、感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速
な増加が確認されています。こうした状況において災害が発生し、避難所を開設する場合には、感
染症対策に万全を期すことが重要となってきます。
　市民の皆さんにおいては、梅雨・台風等による集中豪雨の多い時期を迎えるに当たり、避難する
際には、以下の事項にご留意いただきますようお願いします。
◇避難所に避難する場合には、マスクを着用し避難所内では避難者それぞれのスペースを確保する
とともに、十分な換気に努めるようにしてください。
◇避難所が過密状態になることを防ぐため、可能な場合は親戚や友人の家など安全と思われる場所
への避難についても検討してください。
◇避難者は、頻繁に手洗いするとともに、咳エチケット等の基本的な感染対策を徹底してください。

●住居確保給付金
　離職、休業等に伴う収入減少により経済的に困窮し、住居喪失又は住居喪失のおそれのある方に、原
則 3か月分の家賃を給付します。支給要件がありますので、詳しくはお問い合わせください。
◇支給額　　単身世帯：3万 2,000 円、2人世帯：3万 8,000 円、3～ 5人世帯：4万 2,000 円
◇支給期間　原則 3か月（一定条件のもと延長可能）
◇支給方法　賃貸住宅の賃貸人又は不動産媒介事業者等への直接支払い
◇保証人　　不要
　　生活相談センター（　0739-33-7641）

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

出典：首相官邸HPより

　市は、現在、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「田辺市新型コロナウイルス感染症対策本部」
を設置しています。市民の皆さんの健康を守るため、国・県・関係機関と密接な連携を取りながら感染拡
大防止に取り組んでいます。
　市民の皆さんには、不要不急の外出は控え、密閉・密集・密接を避けていただくとともに、手洗いやうがい、
咳エチケットなどの感染症対策に努めていただくようお願いします。
　また、今後も市をはじめ関係機関が発信する情報や新聞、テレビ等のニュースなどの正確な情報に基づ
く冷静な対応をお願いします。
※プライバシーの保護には十分なご配慮をお願いします。

生活資金貸付・給付金について

猶予について

　市では、新型コロナウイルス感染症への対策として、現在下記の取組を行っています。お困りの方は、
各問合せ先へご相談ください。

緊急経済対策までに今すぐできること
【生活不安への対応策及び市の取組状況について】

　また、国の経済支援施策の最新情報については、経済産業省や厚生労働省のホームページをご覧ください。
◇経済産業省　☆ https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html（新型コロナウイルス感染症関連）
◇厚生労働省　☆ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html（新
　　　　　　　型コロナウイルス感染症について）

①手洗い

感染症対策へのご協力をお願いします

・爪は短く切っておきましょう
・時計や指輪は外しておきましょう

マスクを着用する
( 口・鼻を覆う）

ティッシュ・
ハンカチで
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袖で口・鼻を覆う

鼻と口の両方を
確実に覆う

ゴムひもを
耳にかける

隙間がないように
鼻まで覆う

手洗いの
前に
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流水でよく手をぬら
した後、石けんをつ
け、手のひらをよく
こすります。

手の甲を伸ばすよ
うに洗います。

2

指先・爪の間を念入
りにこすります。

指の間を洗います。

親指と手のひらをね
じり洗いします。

手首も忘れずに洗い
ます。
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②咳
せき
エチケット

何もせずに咳や
くしゃみをする

咳やくしゃみを
手でおさえる

電車や職場、学校など人が集まる
ところでやろう
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　田辺市社会福祉協議会 地域福祉課（　0739-24-8329）
　福祉課 庶務係（　0739-26-4900）


